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薬物塗布　46×　　　　　 56×

再装　　　×
Br再装　　　×

2 3

自家診療・他家診療自家診療・他家診療

■被保険者に対する給付範囲

当組合は歯科医師国保という特殊性から、歯科医療費の保険請求の自粛を
お願いしております。ご不明な点は当組合までおたずねください。

ご協力
ください

他院の正組合員や
その家族を診療した場合も

「歯冠修復及び欠損補綴」欄の
■部分につきましては
保険請求できません。

自院での診療はすべて不可
です。

他院の準組合員およびその
家族についてはすべての診
療が可、正組合員およびそ
の家族については歯冠修復
および欠損補綴以外の診療
は可です。
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※但し窩洞形成・充形・充填・充填材料については可です。

正 組 合 員

正組合員の家族

準 組 合 員

準組合員の家族

自院での診療
（自家診療）

他院での診療
（他家診療）

◯

◯

※歯冠修復および欠損補綴は不可
※歯冠修復および欠損補綴は不可
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